
東京ＤＭＡＴ指定病院の拡充

全ての三次救急医療機関を東京ＤＭＡＴ指定病院とする。
・救命救急センターの指定要件は、複数の診療科目にわたる高度な医療処置を施すことが
できる医師、看護師等を２４時間体制で相当数配置することが求められているため、東
京ＤＭＡＴ出場時においても高度な救命処置を施しつつ、通常の救急医療体制も確保す
ることができる。

１ 拡充方針

２ 東京ＤＭＡＴ指定病院
現行 ２６病院

平成１６年８月２日（７病院）

日本医科大学付属病院 都立広尾病院

帝京大学医学部附属病院 都立墨東病院

杏林大学医学部付属病院 都立多摩総合医療センター

国立病院機構災害医療センター

平成１７年９月１６日（６病院）

昭和大学病院 東京医科大学八王子医療センター

東京医科大学病院 青梅市立総合病院

東京女子医科大学東医療センター 東京曳舟病院

平成１９年３月１２日（４病院）

東邦大学医療センター大森病院 武蔵野赤十字病院

東海大学八王子病院 公立昭和病院

平成２２年３月１９日（２病院）

日本大学医学部附属板橋病院 東京女子医科大学病院

平成２２年８月２０日（３病院）

東京医科歯科大学医学部附属病院 国立病院機構東京医療センター

日本医科大学多摩永山病院

平成２４年３月１日（３病院）

日本大学病院 聖路加国際病院

日本赤十字社医療センター

令和５年２月２８日（１病院）

国立国際医療研究センター病院

３ 新規指定病院

順天堂大学医学部附属練馬病院

・救命救急センター（令和５年３月20日指定）

・災害拠点病院
・令和6年3月31日指定予定
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